
再評価結果（令和 8年度事業継続箇所） 
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事業名 一般国道1号 静
せい

清
しん

バイパス 
事業 

区分 
一般国道 

事業 

主体 

国土交通省 

中部地方整備局 

起終点 
自：静岡県静岡

しずおか

市清水
し み ず

区興津
お き つ

東町
あずまちょう

 

至：静岡県静岡
しずおか

市駿河
す る が

区丸子
ま り こ

二軒家
に け ん や

 
延長    24.2km 

事業概要  

一般国道1号静清バイパスは、静岡県静岡市清水区興津東町から同市駿河区丸子二軒家に至る延長24.2k

mのバイパスで、地域高規格道路静岡東西道路の一部を構成している。本事業は、静岡市の環状道路の一部

として、交通渋滞の緩和、交通事故の削減、物流効率化の支援、災害に強い道路機能の確保を主な目的とし

た事業である。 

S43年度事業化 S49年度都市計画決定 S45年度用地着手 S46年度工事着手 

全体事業費    約1,865億円 事業進捗率 

（令和7年3月末時点） 

  約88％ 

 

供用済延長 24.2km 

計画交通量       60,400台／日 

費

用

対

効

果

分

析 

B/C  EIRR  総費用 (残事業)/(事業全体) 

190/3,446億円 

総便益 (残事業)/(事業全体)  

812/4,120億円 
基準年 

（事業全体） （事業全体）   

 1.2  

   4.5% 

事 業 費： 174/3,343億円 

維持管理費：  16/ 103億円 

更 新 費：   0/   0億円 

走行時間短縮便益： 667/3,709億円 

走行経費減少便益： 112/ 327億円 

交通事故減少便益：  34/  85億円 
令和7年 (

参
考) 

1.9 〔2%〕 

2.5 〔1%〕 

（残事業） （残事業） 
感
度
分
析 

（事業全体） （残事業） 

 4.3  

   16.9% 

交通量 B/C=1.1～1.3（±10％） 交通量 B/C=3.8～4.7（±10％） 

(

参
考) 

6.1 〔2%〕 事業費 B/C=1.2～1.2（±10％） 事業費 B/C=3.9～4.7（±10％） 

7.5 〔1%〕 事業期間 B/C=1.1～1.2（±20％） 事業期間 B/C=4.1～4.3（±20％） 

事業の効果等  

①円滑なモビリティの確保 

・現道等の年間渋滞損失時間の削減が見込まれる。 

・現道等における混雑時旅行速度が20km/h未満である区間の旅行速度の改善が期待される。 

・現道等に、当該路線の整備により利便性の向上が期待できるバス路線（静鉄バス中部国道線等）が存在

する。 

②物流効率化の支援 

・国際拠点港湾 清水港へのアクセス性向上が見込まれる。 

③都市の再生 

・中心市街地で行う事業である。 

④国土・地域ネットワークの構築 

・「静岡東西道路」の一部として高規格道路に位置づけられている。 

⑤個性ある地域の形成 

・拠点開発プロジェクト（清水港長期構想）を支援する。 

⑥安全で安心できるくらしの確保 

・三次医療施設である静岡県立総合病院へのアクセス向上が見込まれる。 

⑦災害への備え 

・第一次緊急輸送道路として位置づけられている。 

・緊急輸送道路(国道149号、国道150号(清水駅前交差点～中島交差点)が通行止になった場合に大幅な迂

回を強いられる区間の代替路線を形成する。 

⑧地球環境の保全 

・対象道路の整備により自動車からのCO2排出量の削減が見込まれる。 

⑨生活環境の改善・保全 

・並行区間等における自動車からのNO2排出量の削減が見込まれる。 

・並行区間等における自動車からのSPM排出量の削減が見込まれる。 



関係する地方公共団体等の意見  

静岡市長の意見： 

・対応方針（原案）のとおり、事業の継続について、異存ありません。 

・一般国道1号静清バイパスは、慢性的な交通渋滞の緩和、物流機能の効率化、交通安全性の向上に加え、 

 国際拠点港湾清水港への円滑なアクセス確保や、大規模災害時の緊急輸送路としての役割を担うなど、本 

 市にとって極めて重要な路線であります。 

・本事業区間は、依然として平面交差が残る唯一の区間であり、全線の機能を最大限に発揮させるためには 

 早期立体が不可欠であることから、先行して上り線の供用開始など、事業効果を速やかに発現させる取組を 

 お願いします。 

・また、必要な予算の確保や徹底した安全な工事施工に努め、引き続き事業を推進するようお願いします。 

事業評価監視委員会の意見  

・「事業継続」することは「妥当」である。 

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  

・静清バイパスは、平成9年3月に全線暫定開通し、平成30年12月22日には牧ヶ谷ＩＣ～丸子ＩＣ間が4車化した

ことにより、全線4車線開通した。現在は、清水立体の整備を進めている。 

・清水ＩＣ周辺の平面区間では朝・夕のピ－ク時を中心に速度低下が著しく、慢性的な交通渋滞が発生している

状況であり、当該区間は清水港と高速ＩＣのアクセス路線としての機能を有しているものの、信号交差点が多く

速達性・定時性が確保されていない。 

・静清バイパスの死傷事故件数は、横砂北交差点～清水ＩＣ西交差点（平面区間）で多い。 

・静清バイパスが通過する静岡市周辺では、東海・東南海・南海地震等の大規模地震の発生が予測されてい

る。 

事業の進捗状況、残事業の内容等  

・事業進捗率は約88％、用地取得率は約99％（令和7年3月末） 

・牧ヶ谷ＩＣ～丸子ＩＣ間（延長3.0km）が、平成30年度に4車線化が完了したことにより、全線4車線供用済み。 

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  

・残る清水立体の早期開通を目指し、工事を推進していく。 

施設の構造や工法の変更等  

・地盤改良工において、深層混合処理工法を採用することで、施工効率を向上させ、作業時間短縮を図る。 

・技術の進展に伴う新工法の採用等による新たなコスト縮減に努めながら事業を推進する。 

対応方針 事業継続 

対応方針決定の理由  

・以上の状況を勘案すれば、当初からの事業の必要性、重要性は変わらないものと考えられる。 

事業概要図  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※総費用、総便益とその内訳は、各年次の価格に社会的割引率（4%）を用いて基準年の価値に換算し集計したもの。 

※B/Cの値は、社会的割引率4%を用いて計算した場合の費用便益分析結果。また、比較のために参考とすべき値として1%及び2%を

設定し、それに対応する費用便益分析結果を参考として併記している。（〔  〕内は社会的割引率の値） 


